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福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

 

 

 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の

規定に基づき，下記のとおり福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定の変更認可を申

請いたします。 

 

記 

 

１．変更の内容 

昭和 56 年 5 月 7 日付 56 資庁第 4427 号をもって認可を受け，別表のとおり変更認可

を受けた福島第二原子力発電所原子炉施設保安規定の記述を，別添の福島第二原子力発

電所原子炉施設保安規定変更比較表の変更後欄のとおり変更する（ただし，下線は含ま

ない。）。 

 

２．変更の理由 

（１）ホールディングス本社調達組織体制の見直しに伴う変更 

調達に係る課題に対し，早期かつ一元的に対応できる体制を整えるため，原子力

部門における２つの調達組織（原子力資材調達センター，廃炉資材調達センター）

の機能を，新設する調達組織（調達部）に統合を行う。 

本変更に伴い，関連する次の保安規定条文の変更を行う。 

・第４条（保安に関する組織） 



 

・第５条（保安に関する職務） 

 

３．施行期日 

（１）この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

（２）第４条及び第５条については，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定

める日から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

以 上 



 

別 表 

 

福島第二原子力発電所 原子炉施設保安規定変更認可の経緯 

 認 可 年 月 日 認 可 証 番 号 

１ 昭和 56 年 8 月 20 日 5 6 資庁第 1 0 4 4 8 号 

２ 昭和 57 年 1 月 26 日 5 6 資庁第 1 7 6 1 1 号 

３ 昭和 57 年 10 月 2 日 5 7 資庁第 1 1 4 7 9 号 

４ 昭和 58 年 3 月 30 日 5 8 資 庁 第 3 3 7 1 号 

５ 昭和 58 年 8 月 29 日 5 8 資庁第 1 1 7 9 3 号 

６ 昭和 59 年 9 月 25 日 5 9 資庁第 1 0 9 1 5 号 

７ 昭和 59 年 11 月 2 日 5 9 資庁第 1 2 5 8 9 号 

８ 昭和 60 年 6 月 20 日 6 0 資 庁 第 7 4 2 4 号 

９ 昭和 60 年 7 月 2 日 6 0 資 庁 第 8 7 4 4 号 

10 昭和 61 年 7 月 28 日 6 1 資 庁 第 8 6 5 8 号 

11 昭和 61 年 9 月 11 日 6 1 資庁第 1 1 2 3 8 号 

12 昭和 62 年 8 月 21 日 6 2 資庁第 1 0 5 2 4 号 

13 昭和 63 年 2 月 4 日 6 2 資庁第 1 6 3 3 3 号 

14 昭和 63 年 9 月 1 日 6 3 資 庁 第 9 4 5 3 号 

15 平成元年 3 月 3 1 日 元 資 庁 第 3 4 9 6 号 

16 平成元年 6 月 2 7 日 元 資 庁 第 6 8 2 9 号 

17 平成 2 年 3 月 2 3 日 2 資 庁 第 1 8 7 8 号 

18 平成 4 年 1 2 月 3 日 4 資 庁 第 1 0 6 2 5 号 

19 平成 5 年 1 0 月 7 日 5 資 庁 第 9 7 6 5 号 

20 平成 6 年 2 月 2 8 日 6 資 庁 第 1 2 6 号 

21 平成 6 年 1 0 月 7 日 6 資 庁 第 1 0 3 5 6 号 

22 平成 7 年 2 月 2 3 日 7 資 庁 第 1 1 9 9 号 

23 平成 7 年 9 月 7 日 7 資 庁 第 8 7 1 4 号 

24 平成 8 年 6 月 1 4 日 8 資 庁 第 6 0 9 9 号 

25 平成 8 年 6 月 2 5 日 8 資 庁 第 7 4 7 8 号 

26 平成 8 年 10 月 11 日 8 資 庁 第 9 7 3 2 号 

27 平成 9 年 1 月 3 1 日 平成 09･01･09 資第 10 号 

28 平成 9 年 4 月 7 日 平成 09･03･13 資第 29 号 

29 平成 9 年 9 月 3 0 日 平成 09･07･22 資第 15 号 

30 平成 11 年 9 月 8 日 平成 11･07･23 資第 19 号 

31 平成 12 年 6 月 12 日 平成 12･05･19 資第 3 号 

32 平成 13 年 1 月 5 日 平成 12･08･03 資第 4 号 

33 平成 13 年 2 月 20 日 平成 13･02･15 原第 1 号 

34 平成 13 年 3 月 30 日 平成 13･03･23 原第 17 号 

35 平成 13 年 10 月 10 日 平成 13･09･11 原第 4 号 

36 平成 13 年 5 月 7 日 平成 14･04･01 原第 12 号 

37 平成 14 年 6 月 20 日 平成 14･06･05 原第 12 号 

38 平成 14 年 8 月 28 日 平成 14･07･12 原第 8 号 

39 平成 14 年 10 月 30 日 平成 14･10･18 原第 15 号 



 

 認 可 年 月 日 認 可 証 番 号 

40 平成 14 年 12 月 24 日 平成 14･11･15 原第 6 号 

41 平成 15 年 7 月 23 日 平成 15･06･30 原第 49 号 

42 平成 15 年 10 月 3 日 平成 15･09･01 原第 3 号 

43 平成 15 年 12 月 17 日 平成 15･11･17 原第 10 号 

44 平成 16 年 5 月 24 日 平成 15･12･24 原第 25 号 

45 平成 16 年 6 月 18 日 平成 16･05･28 原第 37 号 

46 平成 17 年 4 月 4 日 平成 17･03･16 原第 3 号 

47 平成 17 年 5 月 20 日 平成 17･04･20 原第 24 号 

48 平成 17 年 7 月 27 日 平成 17･07･12 原第 7 号 

49 平成 17 年 8 月 22 日 平成 17･08･08 原第 26 号 

50 平成 17 年 9 月 16 日 平成 17･09･01 原第 6 号 

51 平成 17 年 11 月 28 日 平成 17･11･09 原第 4 号 

52 平成 18 年 2 月 22 日 平成 18･01･27 原第 16 号 

53 平成 18 年 7 月 18 日 平成 18･06･30 原第 20 号 

54 平成 18 年 11 月 28 日 平成 18･11･13 原第 22 号 

55 平成 19 年 1 月 24 日 平成 18･12･22 原第 9 号 

56 平成 19 年 3 月 19 日 平成 19･03･05 原第 10 号 

57 平成 19 年 7 月 9 日 平成 19･06･22 原第 9 号 

58 平成 19 年 8 月 31 日 平成 19･07･31 原第 17 号 

59 平成 19 年 12 月 13 日 平成 19･09･28 原第 39 号 

60 平成 19 年 12 月 13 日 平成 19･11･30 原第 13 号 

61 平成 19 年 12 月 25 日 平成 19･12･14 原第 10 号 

62 平成 20 年 4 月 17 日 平成 20･04･03 原第 13 号 

63 平成 20 年 6 月 17 日 平成 20･05･29 原第 18 号 

64 平成 20 年 8 月 22 日 平成 20･07･11 原第 27 号 

65 平成 20 年 12 月 12 日 平成 20･10･31 原第 13 号 

66 平成 21 年 2 月 12 日 平成 21･01･28 原第 11 号 

67 平成 21 年 6 月 8 日 平成 21･05･22 原第 6 号 

68 平成 21 年 11 月 25 日 平成 21･10･30 原第 10 号 

69 平成 22 年 1 月 22 日 平成 21･12･16 原第 8 号 

70 平成 22 年 6 月 14 日 平成 22･05･26 原第 2 号 

71 平成 23 年 11 月 28 日 平成 23･04･28 原第 14 号 

72 平成 24 年 4 月 11 日 平成 24･03･15 原第 20 号 

73 平成 24 年 4 月 19 日 平成 24･01･13 原第 15 号 

74 平成 24 年 9 月 6 日 20120810 原第 44 号 

75 平成 25 年 8 月 12 日 原管Ｂ発第 1308123 号 

76 平成 26 年 1 月 22 日 原管Ｂ発第 1401221 号 

77 平成 26 年 3 月 20 日 原規規発第 1403203 号 

78 平成 26 年 7 月 23 日 原規規発第 1407235 号 

79 平成 27 年 6 月 10 日 原規規発第 1506109 号 

80 平成 27 年 6 月 12 日 原規規発第 1506122 号 

81 平成 28 年 1 月 7 日 原規規発第 1601077 号 

82 平成 28 年 3 月 3 日 原規規発第 1603032 号 



 

 認 可 年 月 日 認 可 証 番 号 

83 平成 28 年 3 月 24 日 原規規発第 16032419 号 

84 平成 28 年 12 月 5 日 原規規発第 1612051 号 

85 平成 29 年 4 月 3 日 原規規発第 1704035 号 

86 平成 29 年 8 月 16 日 原規規発第 1708161 号 

87 平成 31 年 1 月 30 日 原規規発第 1901302 号 

88 平成 31 年 3 月 27 日 原規規発第 1903276 号 

89 令和 2 年 5 月 2 6 日 原規規発第 2005264 号 

90 令和 3 年 3 月 1 8 日 原規規発第 2103181 号 

91 令和 3 年 4 月 2 8 日 原規規発第 2104287 号 

92 令和 4 年 5 月 1 1 日 原規規発第 2205117 号 

93 令和 5 年 3 月 2 2 日 原規規発第 2303222 号 
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福島第二原子力発電所 原子炉施設保安規定変更比較表 
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福島第二原子力発電所 原子炉施設保安規定 変更比較表 

-1- 

変  更  前 変  更  後 備  考 
 

第３章  保安管理体制 
（保安に関する組織） 

第４条 

  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 
 

 

第３章  保安管理体制 
（保安に関する組織） 

第４条 

  発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

 

本ページ 

変更なし 
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変  更  前 変  更  後 備  考 
 

令和 4年 5月 16日施行 

 

 

 

 

 

図４  【本社】 

廃 止 措 置 

保 安 委 員 会 

社長 

福島第二原子力監査グループ※１ 

原子力・立地本部 

管 理 責 任 者 

（ 内 部 監 査 室 長 ） 
内 部 監 査 室 

管 理 責 任 者 

（原子力・立地本部長) 

※ → 

※※ → 

原 子 力 安 全 ・ 統 括 部 

原 子 力 運 営 管 理 部 

原 子 力 設 備 管 理 部 

原 子 燃 料 サ イ ク ル 部 

廃 止 措 置 室 

原 子 力 人 財 育 成 セ ン タ ー ※ １ 

原 子 力 資 材 調 達 セ ン タ ー 

 

廃棄物対策グループ 

輸送技術グループ 

（※１：発電所に常駐）  

 

 【福島第二原子力発電所】 

※ → 所  長 

廃止措置主任者 

廃 止 措 置 

保安運営委員会 

労 務 人 事 グ ル ー プ 

資 材 グ ル ー プ 

総 括 グ ル ー プ 

当 直 

施 設 運 用 第 一 グ ル ー プ 

施 設 運 用 第 二 グ ル ー プ 

※※ →  

安 全 総 括 グ ル ー プ 

品 質 保 証 グ ル ー プ 

燃 料 ・ 輸 送 グ ル ー プ 

廃 止 措 置 計 画 グ ル ー プ 

防 災 安 全 グ ル ー プ 

 
放 射 線 管 理 グ ル ー プ 

廃 棄 物 管 理 グ ル ー プ 

廃止措置除染プロジェクトグループ 

保 全 計 画 グ ル ー プ 

直 営 グ ル ー プ 

機 械 グ ル ー プ 

電 気 機 器 グ ル ー プ 

計 測 制 御 グ ル ー プ 

システムエンジニアリンググループ 

廃 炉 工 事 計 画 グ ル ー プ 

土 木 グ ル ー プ 

建 築 グ ル ー プ 

安 全 総 括 部 廃止措置安全センター 

ユ ニ ッ ト 所 長 施 設 運 用 部 

保 全 ・ 工 事 部 

放 射 線 安 全 部 

総 務 部 

所 長 付 

核セキュリティ運営管理グループ 

核セキュリティ施設運用グループ 

サイバーセキュ リテ ィ グループ 

セキ ュ リ テ ィ 管理部 

 

 

令和 4年 5月 16日施行 

 

 

 

 

 

図４  【本社】 

廃 止 措 置 

保 安 委 員 会 

社長 

福島第二原子力監査グループ※１ 

原子力・立地本部 

管 理 責 任 者 

（ 内 部 監 査 室 長 ） 
内 部 監 査 室 

管 理 責 任 者 

（原子力・立地本部長) 

※ → 

※※ → 

原 子 力 安 全 ・ 統 括 部 

原 子 力 運 営 管 理 部 

原 子 力 設 備 管 理 部 

原 子 燃 料 サ イ ク ル 部 
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ホールディングス

本社調達組織体制

の見直しに伴う変

更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 
 

（保安に関する職務） 

第５条 

 

（中略） 

 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，原子力安全・統括部，原子力運営管理部，原子力設備管

理部，原子燃料サイクル部，廃止措置室，原子力人財育成センター，原子力資材調達センターの長及び

所長を指導監督し，原子力業務を統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるた

めの活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

 

（中略） 

 

（１１）原子力資材調達センターは，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

 

（中略） 

 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本社各部長（原子力人財育成センター所長，原子力資材調達センター所長及び廃止措置室長を含む。）

は，原子力・立地本部長を補佐し，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括管

理する。 

 
（省略） 

 

 

（保安に関する職務） 

第５条 

 

（中略） 

 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，原子力安全・統括部，原子力運営管理部，原子力設備管

理部，原子燃料サイクル部，廃止措置室，原子力人財育成センター，調達部の長及び所長を指導監督し，

原子力業務を統括する。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全

な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

 

（中略） 

 

（１１）調達部は，調達先の評価・選定に関する業務を行う。 

 

（中略） 

 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）本社各部長（原子力人財育成センター所長及び廃止措置室長を含む。）は，原子力・立地本部長を補

佐し，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグループの業務を統括管理する。 

 

 

（省略） 

 

 

ホールディングス

本社調達組織体制

の見直しに伴う変

更 
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変  更  前 変  更  後 備  考 
 

附 則 
 

附則（令和５年３月２２日 原規規発第 2303222号） 

（施行期日） 

第１条 

 この規定は，令和５年４月１日から施行する。 

 

 
 

 

附 則 
 

附則（令和 年 月  日 原規規発第       号） 

（施行期日） 

第１条 

 この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．第４条及び第５条については，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から適用すること

とし，それまでの間は従前の例による。 

 

 
 

 

ホールディングス

本社調達組織体制

の見直しに伴う変

更 

 


